
船舶事故調査報告書 

平成２９年２月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２８年１０月２３日 １４時３０分ごろ 

発生場所 宮城県気仙沼市長崎漁港 

陸前長崎港長崎防波堤灯台から真方位２２２°４００ｍ付近 

 （概位 北緯３８°５１.０′ 東経１４１°３７.４′） 

事故の概要  漁船中
なか

屋
や

敷
しき

丸は、航行中、転覆した。 

事故調査の経過 平成２８年１０月２６日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 中屋敷丸、０.２トン 

 ＭＧ３－４３２１０（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 船外機上部カバーが欠損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ２、視界 良好 

海象：うねり 波向北東、波高約２～３ｍ、周期約１２～１４秒、水

温 約１９℃ 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、翌日の刺し網漁場を選定する目的

で、微速で航行していたところ、船長が右舷後方に高波を認め、２つ

の波をやり過ごしたものの、３つ目の高波をやり過ごすことができ

ず、船尾側から高波を受け、海水が船内に流入して転覆した。 

 船長は、海上に投げ出されたが、自力で海岸にたどり着き、陸上の

目撃者は本船が転覆していることに気付いて地方の消防機関に通報を

行った。 

本船は、僚船にえい
．．

航されて長崎漁港に着岸した。 

船長は、救命胴衣を着用していた。 

本船は、和船型で船外機を備えていた。 

本事故発生場所は、水深が約１ｍ未満で、底質が砂である。 

分析 本船は、航行中、船尾側から波高約２～３ｍの波を受けたことか

ら、海水が船内に流入して転覆したものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、航行中、船尾側から波高約２～３ｍの波を受け

たため、海水が船内に流入して転覆したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・水深が浅い海域では、沖からのうねりの波高が高くなることがあ

るので、波の状況に注意すること。 

 


